
校章・校歌の決定について

応募期間

応募資格

留意事項

選考方法

結果発表
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〇 ◎ ☆ ★
〇 ◎ ☆ ★

〇 ◎ ☆
〇 ◎ ☆

〇 〇 ◎ ☆
〇 ◎ ☆

〇 保護者
説明会

見学会

〇

予算編成

校歌

R2.1.29制定

閉校式・開校式

■厚田学園
　R2.4.6開校式

■閉校式→小中学校

■開校式→市教委

H31.2.21制定

〇：募集方法等決定
◎：募集・依頼開始
☆：決定
★：議決・制定

Ｒ６年度（H30） Ｒ７年度（H31/R1）

【事務局提案】
　■案１：浜小の作曲が吉弘先生。作曲or作詞含めた受諾の可能性
　■案２：CSや部会メンバーの伝手で縁のある方への依頼の可能性
　■案３：伊達市（旧大滝村）の大滝徳舜瞥（とくしゅんべつ）学校方式
　　　　　　※小・中両校の校歌をそのまま残す
　　　　　　※浜小校歌は皆が手話で歌える。
　　　　　　※合同運動会では両校の校歌が流れる。
　　　　　　※区民が口ずさめる。文化・伝統の継承

☆印刷-設置の発注スケジュールから令和７年７月中の制定が必要

■案３＿取り下げ
　・両校の校歌を運用するのが難しい
　・大滝徳舜瞥学校は、いまは新しい校歌となっている

議会

部会・分科会

校名

H30.9.21決定

校章

校
章

・H31.1.1～1.31

・市内・市外問わず。何点でも可。団体・グループも可。

・カラーでグラデーションは入れないこと
・デザインの理由や意図。アピールポイント（必須）
・著作権等の権利を有している著作物等を利用していないこと
・第三者から異議申立て等があった場合、費用負担等も含めて応募者が対応す
ること

・事務局より「作詞・作曲の人選について、この地域に縁がある方や、音楽や芸
術、創作活動の経験・経歴のある教育関係者等」として、作詞：伊藤 潮 氏（厚田
小第38 代校長：平成８～10 年度、厚田小卒業生）、作曲：高橋たい子 氏（厚
田小第44 代校長：平成24～26 年度、旧望来中教諭、花川中の校歌作曲）に
依頼する旨の提案を行い、出席委員全員の承認を得て決定

資料２

厚田学園 前回の議論 ☆留意事項　／　■事務局整理案
【事務局提案】
　■浜益中学校の生徒に作成を依頼したい
　　・校章をデザインする機会は、誰もが経験できることではない
　　・卒業後のふるさと浜益への愛着に繋がるのではないかと考える
　　・デザイン案の仕上げなど、大人を加えて作業を進める

【部会員からの意見】
　■中学生がデザインする
　　・デザイン案の仕上げには大人に入ってもらう
　　・入ってもらう大人がポイント
　　・大人は、先生、柿岡さんといった意見あり。浜益に縁のある方が良い
　　・小学生も関わることができないか
　　・中学生が作成する場合は、テーマの設定が必要
　
　■広く募集する
　　・区内区外問わず、厚田学園と同じ方法
　　・広く募集して、児童生徒に選んでもらう
　　・浜益区内から募集する
　　・児童生徒たち個々人でデザインを考え、絞り込む

☆校名決定後に着手
☆令和７年４月までに決定
☆市ホームページ等で発表（翌々月広報で特集など）

■中学生がデザインする
　☞小学生が関わる時間を確保することが困難
　☞中学三年生は受験を控えている
　☞関わる大人の時間の確保

■区外からも広く募集する
　☞児童生徒による投票をもとに部会で決定
　☞募集から審査・決定までのスケジュールがタイト
　☞著作権等の権利確認に時間を要する

■区内から広く募集する
　☞児童生徒による投票をもとに部会で決定
　☞作成段階から関わっていないと、デザイン案の仕上げが困難

・設立準備委員会で審査・決定

・採用者本人に通知
・市ホームページ等で氏名と作品を発表
・採用者には３万円相当の石狩市特産品を贈呈

■予算要求
閉校式・開校式の必要経費

■部会の位置付け（例：厚田学園）
名称 「設立準備委員会」→「開校準備委員会」

■閉校式の進め方
・部会で検討

・学校運営協議会（CS）で検討
・その両方 など…


